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区分 施策内容 主な分担 

継続する施策 ① 耐震診断士の派遣 市町村 

充実させる施策 ② 耐震設計と耐震改修工事(建替含む)助成費の充実 市町村 

充実させる施策 ③避難重視型耐震補強の推進 市町村 

継続する施策  ④住宅耐震戸別訪問の実施（重点地区から実施） 県、市町村 

継続する施策  ⑤ 重点地区の耐震化促進事業の実施 県、市町村 

(２) 耐震改修サポート事業の更なる充実・強化 

① 事業の普及・啓発強化 

耐震サポート事業の対象となる住宅の所有者に対して、直接事業内容の紹介を行う

など、引き続き、普及・啓発活動の強化に取り組みます。 

  ② フォローアップ体制の整備 

耐震改修サポート事業を利用された方に対して、耐震改修に関する定期的な情報提

供を行うとともに、一定期間が経過した時点で再度訪問を行い、耐震改修への意識の

向上に努めます。 
 

 

区分 施策内容 主な分担 

継続する施策 ① 事業の普及・啓発強化 県、市町村 

充実させる施策 ② フォローアップ体制の整備 県、市町村 

(３) 利用者ニーズに応じた耐震補強等に関する更なる取組の強化 

① 避難重視型補強の普及・啓発 

   引き続き、避難重視型補強の普及・啓発活動を推進します。 

② 命を守る取組の推進 

平成 27 年度に新たに創設した耐震ベッド・耐震シェルターに関する助成制度の普

及・啓発を強化するとともに、地震に対して「命を守る」ための耐震補強等に関する

様々な事例の収集・提供を行います。 

 

 

区分 施策内容 主な分担 

継続する施策  ① 避難重視型補強の普及・啓発 市町村 

充実させる施策 ② 命を守る取組の推進 市町村 
 

表 12 住宅耐震化促進事業の更なる充実・強化に対する展開施策 

表 14 利用者ニーズに応じた耐震補強等に関する更なる取組の強化に対する展開施策 

表 13 耐震改修サポート事業の更なる充実・強化に対する展開施策 
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(４) 地震時の総合的な安全対策に関する啓発資料の充実・強化 

本市では、和歌山県の作成した被害想定調査結果等を参考に、地震ハザードマップ

の作成・公表に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 施策内容 主な分担 

継続する施策  ① 地震ハザードマップ作成・公表の推進 市町村 

 

 (５) 各種助成制度等に関する情報提供の強化 

これまで作成・配布してきた啓発及び減税制度等に関するパンフレットに加え、新

たな融資制度や税制改正等により変更された減税制度、さらには新たに取組を行う施

策の助成制度などを紹介したパンフレットを作成し、主に既存耐震不適格建築物所有

者に対して普及・啓発活動を強化します。 
 

 

区分 施策内容 主な分担 

充実させる施策 ① 税制・助成制度等に関するパンフレットの作成・配布 県、市町村 

 

表 16 各種助成制度等に関する情報提供の強化に対する展開施策 

表 15 地震時の総合的な安全対策に関する啓発資料の充実・強化に対する展開施策 
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２ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する事項 

ブロック塀の安全対策、窓ガラス飛散防止対策、天井の落下防止対策、エレベーター

の閉じこめ防止対策等の総合的な安全対策については、防災マップやパンフレット等を

活用した啓発を行います。 
 

(１) ブロック塀等の安全対策 

地震によって塀が倒れると、死傷者が出る恐れがあるばかりでなく、地震後の避難

や救助・消火活動にも支障が生じる可能性があり、ブロック塀等の安全対策を行って

いく必要があります。具体的な取組として、ブロック塀等の危険度の自己チェックと、

点検や補強手法、簡易耐震診断方法に関する情報提供を行い、市民自身による地震に

対する安全性チェックを通じた意識の向上に努めます。 

耐震改修促進計画に定めるブロック塀等安全確保に関する事業（住宅・建築物安全

ストック形成事業（防災・安全交付金等基幹事業））の対象となる道路は、住宅や事業

所等から避難所や避難地等へ至る経路とする。 
 

(２) 窓ガラス飛散防止対策、天井落下防止対策等について 

市街地で人の通行が多い沿道に建つ建築物や避難路沿いにある建築物の窓ガラスの

飛散防止対策や外壁に使われているタイル等の落下防止対策、また大規模空間を持つ

建築物の天井崩落対策等について、引き続き、建築物の所有者、管理者等に対し安全

対策措置を講じるよう、啓発に努めます。 
 

 

区分 施策内容 

継続する施策 ① 建築物所有者等への安全対策措置に関する啓発・指導 
 

(３) エレベーターの地震防災対策 

平成 18 年４月に社会資本整備審議会建築分科会から報告のあった「エレベーターの

地震防災対策の推進について」における基本的な考え方を踏まえ、建築基準法による

エレベーターの定期検査の機会を捉え、現行指針に適合しないエレベーターについて、

エレベーターの耐震安全性の確保、地震時管制運転装置の設置、閉じこめが生じた場

合に早期に救出できる体制整備、平時における地震時のエレベーターの運行方法等の

情報提供や地震時の閉じ込めが生じた際におけるかご内や乗降場での適切な情報提供 

など、地震時のリスク等を建物所有者に周知し、引き続き、耐震安全性の確保の促進

を図っていきます。 

 
 

表 17 窓ガラス飛散防止対策、天井落下防止対策等に対する展開施策 
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(４) 家具の転倒防止対策 

家具が転倒することにより負傷したり、避難や救助の妨げになることが考えられま

す。住宅内部での身近な地震対策として、効果的な家具の固定方法の普及に努めます。 
 
 

（５） 土砂災害特別警戒区域内における既存住宅等安全対策支援 

土砂災害特別警戒区域内の既存不適格建築物や住宅の土砂対策改修に対する支援を行

うことにより、建築物や住宅の安全性の確保の促進を図っていきます。 

 

（６） がけ地近接等危険住宅移転事業の支援 

  土砂災害から市民の安全を守ることを目的として、がけ地の崩壊等による危険がある

区域から既存住宅を除却し、市内の対象区域外へ移転（新築、購入、改修）する住民に

対して、移転費用の一部を国・県と協調して補助を行います。 

 

３ 計画の点検・評価 

  本計画の推進にあたっては、住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを毎年策定及

び更新し、取組内容・目標・前年度まで実績を自己評価のうえ耐震化の着実な促進を図

っていきます。 
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別表 建築物の用途別、規模別規制対象一覧 
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